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退職時に行う年金の手続について 
 

 

 

 

ここでいう「退職」とは、「公務員共済組合員でなくなる」ことをいいます。 

（共済組合の任意継続組合員になる場合も「退職」に該当します。） 

そのため、定年等で現在の所属所を退職後、引き続き公務員共済組合員（正規教職

員、臨時的任用職員、再任用フルタイム職員等）になる方は、次の①②の手続は必要あ

りません。 

 

① 年金の受給権発生前の方（S34.４.２以降生まれ） ⇒ 「退職届書」提出 

「退職届書」は、３月下旬に所属所あてに送付します※１ので、３月 31日時点の所

属所を経由して提出してください。  

「退職届書」を提出することにより、将来の年金決定に必要な年金記録（公務員期

間、報酬額等）が整備され、「年金待機者」として登録されます。「年金待機者」と

して登録されると、公立学校共済組合本部から自宅あてに「年金待機者登録通知書」

等が送付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    手続が必要 １ 退職時に共済組合に提出する書類 

待機者登録完了後、氏名、住所等に変更が生じた場合は、「退職届書」と共に送付する

「年金待機者異動報告書」を公立学校共済組合本部へ提出して、変更の手続を必ず行っ

てください。届出の様式は公立学校共済組合本部ホームページからもダウンロードでき

ます。 

退職届書 

（見本） 

年金待機者異動報告書

（見本） 
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② 年金の受給権発生後の方（S34.４.１以前生まれ） ⇒「改定請求書」等提出 

 

「老齢厚生年金改定請求手続」と「年金払い退職給付請求手続」（65歳以降の退 

職の場合）の手続が必要です。 

手続に必要な書類を３月下旬に自宅あてに送付します※１ので、期日までに提出して

ください。 

 

      

 

※１ 提出書類を送付する対象者 

① 再任用フルタイム職員、臨時的任用職員のうち、次年度の勤務継続の有無に係る調査（２月

初旬頃実施予定）で、「勤務を継続しない」と回答した方 

② 定年、勧奨退職、自己都合退職で、任命権者から退職予定者として連絡があった方 

 

 

３月末に退職される方は、退職後に年金の改定手続を行うことにより在職停止※２

が解除されますが、４・５月分の年金の支給は、８月以降（予定）です。 

※２ 年金受給者が組合員(在職者)である間は、年金の一部が支給停止となる可能性があります。 

 

 

 

 

老齢厚生年金「改定」

請求書（見本） 

退職年金(年金払い退職給付)

決定請求書（見本） 
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（１）退職時に 60歳以上の方（S37.４.１以前生まれ）  

退職後に再就職し、年金制度に加入する方は、勤務先を通じて手続をしてくださ

い。令和４年４月１日以降、厚生年金に加入しない場合は、手続不要です。 

（参考）「①60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方」、「②受給資格期

間は満たしているが保険料を納付した月数が少なく満額（40年間保険料納付分）の老

齢基礎年金が受けられない方」は、①の方は 70歳になるまで、②の方は 65歳になる

まで国民年金に任意加入することができます（厚生年金保険に加入中の方は除く）。

手続はお住まいの市区町村の年金窓口で行ってください。 

 

（２）退職時に 60歳未満の方（S37.４.２以降生まれ）  

60歳になるまでは公的年金に加入する必要があります。次のア又はイに必ず加入し

てください。 

 

ア 厚生年金（勤務先で加入する方） 

勤務先に確認し、手続をしてください。 

 

イ 国民年金（勤務先で厚生年金に加入しない方・無職の方） 

（ア）自分が加入する場合 

退職後 14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で国民年金（第１号被保険者） 

の加入手続を行ってください。退職後に当共済組合の任意継続組合員となった場 

合、子の被扶養者となった場合も国民年金の加入手続は必要です。 

（イ）配偶者の被扶養者になる場合 

配偶者が厚生年金に加入しており、あなたが配偶者の被扶養者になる場合は、 

配偶者の勤務先を通じて国民年金（第３号被保険者）の加入手続を行ってくださ 

い。（市区町村窓口での国民年金の加入手続は不要です。） 

  

  

    手続が必要 ２ 退職後の勤務に伴い加入する年金制度 
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あなたの被扶養配偶者も、60歳になるまでは公的年金に加入する必要があります。 

あなたが令和４年４月１日から厚生年金に加入して、配偶者があなたの被扶養者で 

ある場合、配偶者はあなたの勤務先を通じて国民年金第３号被保険者の手続を行い、 

年金制度に加入することになります。（ただし、再任用フルタイムや臨時的任用職員等

で組合員資格が引続く場合は手続不要です。） 

あなたが令和４年４月１日以降厚生年金に加入しない場合は、配偶者本人が国民年金

加入の手続を行ってください。配偶者が当共済組合の任意継続組合員の被扶養者になっ

た場合も、国民年金の加入手続は必要です。 

   

 

  

   手続が必要 ３ 60歳未満の被扶養配偶者の年金加入手続 
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短時間職員

神奈川県教育委員会
所管の教職員及び
県内市町村立学校の
教職員
　 ・正規教職員
　 ・臨時的任用職員
　 ・再任用職員
　  （フルタイム）

①他都道府県教育委員会
所管の教職員及び他都道
府県内市町村立学校の教
職員
　 ・正規教職員
 　・臨時的任用職員
　 ・再任用職員
　  （フルタイム）

②国家公務員

③地方公務員
（①を除く）

・再任用職員
　（短時間）

・会計年度任用
  職員
　（パートタイム）

④民間企業
  （フルタイム）

⑤私立学校の
   教職員

・アルバイト等の
　短時間勤務

・自営業

・無職

退職に伴う年金
関係手続

手続なし 手続なし

　　手続窓口 ― ―

加入する年金制度

⑥60歳以上
なし

⑦60歳未満
国民年金

（第１号又は
　第３号）

年金の実施機関
公立学校共済組合
（神奈川支部）

①公立学校共済組合
  （他支部）

②国家公務員共済組合

③地方公務員共済組合
（市町村職員共済組合等）

日本年金機構

④日本年金機
構

⑤日本私立学
校振興・　共済
事業団

⑥なし

⑦日本年金機
構

　手続窓口 手続なし ⑦在住の市区町村

60歳未満の被扶
養配偶者が加入す
る年金(P4)

国民年金
（第１号）

　手続窓口 手続なし 在住の市区町村

※「年金改定請求書」は自宅に送付しますので、神奈川支部に直接提出してください。（退職時の所属所は通しません。）

令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
の
年
金

厚 生 年 金

令和４年４月１日以降の勤務先

国民年金（第３号）

令和４年４月１日以降の勤務先

令和４年４月１日以降
の勤務形態

地方公務員(公立学校教職員を含む）

国家公務員 その他

フルタイム職員

退
職
時
の
年
金
関
係
手
続

○ S34.4.2以降生まれの方
（年金受給権発生前）
「退職届書」の提出

○ S34.4.1以前生まれの方
（年金受給権発生後）

「年金改定請求書」の提出※

退職時の所属所

４ 年金関係  手続一覧表 


